
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
八
年
農
林
省
令
第
六
十
五
号

農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則

農
業
機
械
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
五

十
二
号
）
第
六
条
、
第
十
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
基

き
、
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
検
査
依
頼
書
の
様
式
及
び
添
附
書
類
）

第
一
条
　
農
業
機
械
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

二
百
五
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

一
項
の
検
査
依
頼
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の

と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
第
六
条
第
二
項
の
型
式
検
査
を
依
頼
す
る
者
（
以

下
「
依
頼
者
」
と
い
う
。
）
は
、
検
査
依
頼
書
を
提
出

す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
、
当
該
依
頼
に
係
る
型
式
の

農
機
具
の
仕
様
書
及
び
図
面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
型
式
検
査
の
通
知
）

第
二
条
　
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総

合
研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
検
査

依
頼
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
型
式
検
査
を
行
う
時
期

及
び
場
所
、
提
出
す
べ
き
農
機
具
数
並
び
に
当
該
農
機

具
を
搬
入
す
べ
き
時
期
及
び
場
所
を
当
該
依
頼
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
合
格
証
の
様
式
）

第
三
条
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
検
査
合
格
証
の
様
式

は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
不
服
の
申
出
）

第
四
条
　
法
第
八
条
の
二
第
三
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
、
不
服
申
出
人
が
押
印
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
服
申
出
人
が
氏
名
又
は
代

表
者
の
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
不
服
申
出
人
の
氏
名
（
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）
及
び
住
所

二
　
不
服
申
出
に
係
る
型
式
検
査
の
依
頼
者
の
氏
名

（
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

三
　
不
服
申
出
に
係
る
農
機
具
の
種
類
及
び
型
式
名

四
　
不
服
申
出
に
係
る
検
査
成
績
の
通
知
を
受
け
た
年

月
日

五
　
不
服
申
出
の
趣
旨
及
び
理
由

六
　
不
服
申
出
の
年
月
日

（
検
査
合
格
証
票
の
様
式
）

第
五
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
検
査
合
格
証
票
の
様
式

は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
営
業
譲
渡
等
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
は
、
別
記
様

式
第
四
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
及
び
書
換
交
付
の
請
求
）

第
七
条
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及

び
請
求
は
、
同
項
の
変
更
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
（
本
邦
内
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ

つ
て
は
、
営
業
所
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
な
い
者
に

あ
つ
て
は
、
三
十
日
以
内
）
に
、
別
記
様
式
第
五
号
に

よ
る
請
求
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
請

求
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
届
出
書
又
は
別
記
様

式
第
七
号
に
よ
る
請
求
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
法
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
請

求
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
一
般
承
継
人
の
う
ち
分
割

に
よ
り
当
該
型
式
の
農
機
具
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売

の
事
業
の
一
部
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
別
記
様

式
第
八
号
、
同
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
た

者
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
八
号
の
二
に
よ
る
請
求
書

を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
形
状
等
の
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
合
格
証

票
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
当
該
検
査
合
格
証

票
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
型
式
の
農
機
具
の
形
状
、

寸
法
、
構
造
、
装
備
、
材
料
又
は
製
造
方
法
に
軽
微
な

変
更
を
加
え
た
と
き
は
、
十
五
日
以
内
（
本
邦
内
に
住

所
又
は
居
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
以

内
）
に
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
届
出
書
に
、
そ
の

変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
添
え
て
、
こ
れ

を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
票
）

第
九
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、

別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
旅
費
の
額
の
計
算
の
細
目
）

第
十
条
　
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政

令
第
二
百
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の

旅
費
の
額
の
計
算
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
者
の
国
家
公
務

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
に
つ
い
て

は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
二
番
一
号
と

す
る
こ
と
。

二
　
検
査
を
実
施
す
る
日
数
に
つ
い
て
は
、
三
日
と
す

る
こ
と
。

三
　
旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
に
つ
い
て

は
、
一
万
円
と
す
る
こ
と
。

四
　
農
林
水
産
大
臣
が
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
旅
費
の
調
整
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
調
整
に
よ
り
支
給
し
な
い
部
分
に
相
当
す
る
額

に
つ
い
て
は
、
算
入
し
な
い
こ
と
。

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
意
見

の
聴
取
）

第
十
一
条
　
令
第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三

百
九
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
法

第
十
三
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審

理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
行
政
不
服
審
査

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
八
条

に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理
に
必
要

な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
行
政
不
服
審
査

法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
相
当
と
認

め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人
ご
と
に
指
定
し
て
行
う
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
二
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
農
機
具
に
検
査
合
格
証
票
を
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
者
（
本
邦
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、

農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。附

　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
八
年
十

一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
二
日
農
林
省
令
第

三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
一
月
六
日
農
林
省
令

第
五
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
提
出
し
、
又
は
交
付
し
た
農

機
具
の
検
査
の
依
頼
書
及
び
検
査
合
格
証
は
、
改
正
後

の
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
で
定
め
る
こ
れ
ら
の

書
類
の
様
式
に
よ
つ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
五
月
二
三
日
農
林
省
令

第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
農
林
省
令

第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
農
林
省
令

第
五
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
省
令
の

施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ

た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
〇
日
農
林
省
令

第
一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
二
七
日
農
林
省
令

第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
農
業
機
械
化
研
究
所
理
事
長

に
提
出
し
た
改
正
前
の
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則

第
七
条
第
三
項
の
請
求
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第

五
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
農
業
機
械
化
研
究
所
が
農
業

機
械
化
促
進
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

合
格
の
通
知
を
行
つ
た
型
式
の
農
機
具
に
つ
い
て
は
、

昭
和
五
十
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
前

の
様
式
第
三
号
に
よ
る
検
査
合
格
証
票
を
添
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の

取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
一
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
三
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
農
業
機
械
化
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
は
、
生
物

系
特
定
産
業
技
術
研
究
推
進
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
業
機
械
化
研
究
所
が
解
散
す
る
ま

で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
推
進
機
構
法
附
則
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
機
械
化
研
究
所
が
解
散

す
る
前
に
農
業
機
械
化
研
究
所
が
同
法
に
よ
る
改
正
前

の
農
業
機
械
化
促
進
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
生
物

1



系
特
定
産
業
技
術
研
究
推
進
機
構
法
附
則
第
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

同
項
の
規
定
に
基
づ
く
合
格
の
通
知
を
行
つ
た
型
式
の

農
機
具
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
別
記
様
式
第
三
号
に

よ
る
検
査
合
格
証
票
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令

第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
取
締
法
施
行
規

則
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
、
農
薬
取
締
法
施
行
規

則
、
繭
糸
価
格
安
定
法
施
行
規
則
、
繭
検
定
規
則
、
農

業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
、
大
豆
な
た
ね
交
付
金
暫

定
措
置
法
施
行
規
則
、
生
糸
検
査
規
則
、
家
畜
改
良
増

殖
法
施
行
規
則
、
犬
の
輸
出
入
検
疫
規
則
、
家
畜
伝
染

病
予
防
法
施
行
規
則
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
家
畜
取
引
法
施
行
規
則
、

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
、
家
畜
商
法
施
行
規
則
、

牛
及
び
豚
の
う
ち
純
粋
種
の
繁
殖
用
の
も
の
並
び
に
暫

定
税
率
を
適
用
し
な
い
馬
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る

省
令
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
、
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
、
農
林

水
産
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
、
食
糧
管
理

法
施
行
規
則
、
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
、
漁
船
法
施
行

規
則
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省

令
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協

定
第
二
条
の
共
同
規
制
水
域
等
に
お
け
る
さ
ば
つ
り
漁

業
及
び
沿
岸
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
北
太

平
洋
の
海
域
に
お
け
る
ず
わ
い
が
に
等
漁
業
の
取
締
り

に
関
す
る
省
令
、
い
か
つ
り
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る

省
令
、
ず
わ
い
が
に
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
、
北
太
平
洋
の
海
域
に
お
け
る
つ
ぶ
漁
業
の
取
締
り

に
関
す
る
省
令
、
大
西
洋
の
海
域
に
お
け
る
は
え
な
わ

等
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
か
じ
き
等
流
し
網

漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
い
か
流
し
網
漁
業
の

取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
黄
海
及
び
東
支
那
海
の
海
域

に
お
け
る
ふ
ぐ
は
え
な
わ
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
、
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令

及
び
小
型
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
（
以
下
「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様

式
に
よ
る
書
面
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
使
用
さ
れ
た
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に

よ
る
書
面
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省
令

に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
二
八
日
農
林
水
産
省

令
第
三
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
農
業
機
械
化
促
進
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
八
月
二
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
検
査
合
格
証

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
機
械
化
促
進
法

施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
号
で
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て

い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産
省

令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八

十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
農
林
水
産

省
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
施
行
規

則
、
獣
医
師
法
施
行
規
則
、
家
畜
等
の
無
償
貸
付
及
び

譲
与
等
に
関
す
る
省
令
、
肥
料
取
締
法
施
行
規
則
、
病

菌
害
虫
防
除
用
機
具
貸
付
規
則
、
植
物
防
疫
法
施
行
規

則
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
、
犬
の
輸
出
入
検
疫

規
則
、
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
、
農
産
物
検
査
法
施
行

規
則
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
、
専
門
技
術
員

資
格
試
験
等
に
関
す
る
省
令
、
農
業
機
械
化
促
進
法
施

行
規
則
、
養
鶏
振
興
法
施
行
規
則
、
日
本
国
と
大
韓
民

国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
第
二
条
の
共
同
規
制

水
域
等
に
お
け
る
さ
ば
つ
り
漁
業
及
び
沿
岸
漁
業
等
の

取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
、
卸

売
市
場
法
施
行
規
則
、
漁
業
操
業
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間

の
協
定
第
一
条
１
の
日
本
国
沿
岸
の
地
先
沖
合
の
公
海

水
域
に
お
け
る
漁
業
の
操
業
の
調
整
に
関
す
る
省
令
、

分
収
林
特
別
措
置
法
施
行
規
則
、
農
林
水
産
省
関
係
研

究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
、
ア
リ
モ
ド
キ
ゾ
ウ
ム
シ
の

緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
、
牛
及
び
豚
の
う
ち
純
粋
種

の
繁
殖
用
の
も
の
並
び
に
無
税
を
適
用
す
る
馬
の
証
明

書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
、
野
菜
栽
培
用
の
豆
の
証
明

書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
、
ナ
シ
枝
枯
細
菌
病
菌
の
緊

急
防
除
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
省
令
及

び
イ
モ
ゾ
ウ
ム
シ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
（
以
下

「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書

面
は
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ

れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
使
用
さ
れ
た
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式

に
よ
る
書
面
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省

令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
一
六
日
農
林
水
産

省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産

省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を

推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
農
林
水
産

省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
二
日
農
林
水
産

省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
別
記
様

式
第
十
号
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第

十
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
り
調

製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
農
林
水
産

省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産

省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
１
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
６
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
５
号
（
第
７
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
６
号
（
第
７
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
８
号
（
第
７
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
９
号
（
第
８
条
関
係
）

（
略
）

別
記
様
式
第
１
０
号
（
第
９
条
関
係
）

（
略
）
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